
公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区
分

応札・応
募者数

遠距離目標類識別評価
装置に関する性能確認
試験のためのデータ取
得作業
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本村町
５－１

R5.2.1

東芝インフラシステム
ズ株式会社
神奈川県川崎市幸区堀
河町７２－３４

2011101014084

本装置の機能・構成等に関する
ソースコードレベルでの知識並
びに深層学習を用いた画像解析
を実施するために必要な専門的
知識及び技術を有していること
が必要不可欠であり、上記を資
格要件として公募を実施した結
果、応募者が該者１者のみであ
るため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推されるお
それがあるため
公表しない。

25,850,000 -

次期装輪装甲車試験の
被害計測作業（その１）
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本村町
５－１

R5.2.9
三菱重工業株式会社
東京都千代田区丸の内
３－２－３

8010401050387

本件の履行に必要な、役務対象と
なる機動装甲車１号車、機動装甲
車２号車、耐弾試験用供試品、耐
爆試験用供試品、増加装甲及び耐
弾試験用供試板に関する知識及
び技術を有していることが必要不可
欠であり、上記を資格要件として公
募を実施した結果、応募者が該者
１者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推されるお
それがあるため
公表しない。

62,120,300 -

次期警戒管制レーダ装
置等の設置調整作業
（１）
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本村町
５－１

R5.2.13
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内
２－７－３

4010001008772

次期警戒管制レーダ装置の機
能・性能及び動作確認等に関す
る専門的知識を有していること
が必要不可欠であり、上記を資
格要件として公募を実施した結
果、応募者が該者１者のみであ
るため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推されるお
それがあるため
公表しない。

781,000,000 -

研究開発支援システム
の運用支援役務（継続
分）
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本村町
５－１

R5.2.13

日鉄ソリューションズ
株式会社
東京都港区虎ノ門１－
１７－１

9010001045803

一般競争に付し、再度の入札を
しても落札者がないため。
（予算決算及び会計令第９９条
の２）

31,152,000 31,152,000 100.00%

飛沫中のウイルスを検出
するグラフェン共振質量
センサの研究
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本村町
５－１

R5.2.17

国立大学法人豊橋技術
科学大学
愛知県豊橋市天伯町雲
雀ヶ丘１－１

1180305003290

安全保障技術研究推進制度にお
いて採択された研究課題を提案し
た研究代表者が所属する研究機関
１者のため。
（会計法第２９条の３第４項）

806,369,543 806,369,543 100.00%

有機正極二次電池の充
放電機構の解明と高エ
ネルギー密度化の研究
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本村町
５－１

R5.2.17
ソフトバンク株式会社
東京都港区海岸１－７
－１

9010401052465

安全保障技術研究推進制度にお
いて採択された研究課題を提案
した研究代表者が所属する研究
機関１者のため。
（会計法第２９条の３第４項）

612,175,963 612,175,963 100.00%

再就職
の役員
の数

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計

法令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率

付紙様式第４



公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区
分

応札・応
募者数

再就職
の役員
の数

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計

法令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率

付紙様式第４

レーザー推進による衛星
の運動制御のための宇宙
用レーザーの開発
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本村町
５－１

R5.2.17

国立研究開発法人理化
学研究所
埼玉県和光市広沢２－
１

1030005007111

安全保障技術研究推進制度にお
いて採択された研究課題を提案
した研究代表者が所属する研究
機関１者のため。
（会計法第２９条の３第４項）

1,415,303,154 1,415,303,154 100.00%

宇宙線劣化試験作業
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本村町
５－１

R5.2.21
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区
上小田中４－１－１

1020001071491

本件の履行に必要な、広帯域・
高感度赤外線検知器（その１）
の研究試作及び広帯域・高感度
赤外線検知器（その２）の研究
試作のうち、T2SL赤外線検知器
についての機能、性能、構造に
係る知識及び技術を有している
ことが必要不可欠であり、上記
を資格要件として公募を実施し
た結果、応募者が該者１者のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推される
おそれがある
ため公表しな
い。

901,781,100 -

中央調達システム維持
等の技術支援（延長）
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本村町
５－１

R5.2.27
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－
１

7010401022916

中央調達システム（ＣＡＬＳ／
ＥＣ）の電子計算機等借上（賃
貸借）の知識を有し、かつ、業
務ソフトウェアとＣＯＴＳアプ
リケーション（賃貸借）間でソ
フトウェアコンポーネントが相
互に情報等をやり取りするため
のインターフェース（ＡＰＩ）
仕様・設定等の知識を有してい
ることが必要不可欠であり、上
記を資格要件として公募を実施
した結果、応募者が該者１者の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

116,810,100 116,600,000 99.82%

島嶼防衛用新対艦誘導
弾の要素技術の性能確
認試験のうちエンジン試
験（耐久試験）の撤去等
作業
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本村町
５－１

R5.2.28
川崎重工業株式会社
兵庫県神戸市中央区東
川崎町３－１－１

1140001005719

島嶼防衛用新対艦誘導弾の要素
技術（その２）の研究試作のう
ちターボファンエンジン、エン
ジン試験器材及びエンジン計測
器材の性能・機能・構造に関す
る専門的知識並びに設計・製
造・運転に関する知識及び技術
を有していることが必要不可欠
であり、上記を資格要件として
公募を実施した結果、応募者が
該者１者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推されるお
それがあるため
公表しない。

58,080,000 -

ＥＭＰ装備構成要素の
製造
１式

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本村町
５－１

R5.2.28
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－
１

7010401022916

本件の履行に必要な、陸上装備研
究所所有の実験用パルス電源装
置の設計に精通し、ＥＭＰ放射装
置の全体設計及び製造に関する知
識及び技術を有していることが必要
不可欠であり、上記を資格要件とし
て公募を実施した結果、応募者が
該者１者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推されるお
それがあるため
公表しない。

414,629,600 -

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


